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公
法
学
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
の
展
開
（
三
・
完
）

─
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
議
論
─
─

柴　
　

田　
　

尭　
　

史

は
じ
め
に

第
一
章　

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
具
体
例
と
概
念
─
─
一
九
九
〇
年
代

　

第
一
節　
「
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
─
─
ア
ン
ド
レ
ア
ス
＝
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
（
以
上
、
第
六
四
巻
五
号
）

　

第
二
節　
「
大
学
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
─
─
ハ
ン
ス-

ハ
イ
ン
リ
ヒ
＝
ト
ゥ
ル
ー
テ

　

第
三
節　

分
析

第
二
章　
「
概
念
論
」
へ
の
回
帰
─
─
二
〇
〇
〇
年
代

　

第
一
節　
「
総
論
」
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
─
─
「
行
政
法
総
論
改
革
」
に
お
け
る
構
造
化

　

 

（
1
）
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン

　

 

（
2
）
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
＝
カ
ー
ル
（
以
上
、
第
六
四
巻
六
号
）

　

 

（
3
）
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
の
緻
密
化
─
─
多
様
性
、
憲
法
上
の
基
盤
、
お
よ
び
実
効
性

　

 

（
4
）
小
括

　

第
二
節　
「
権
力
分
立
」
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

 

（
1
）「
権
力
分
立
」
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
─
─
ク
リ
ス
ト
フ
＝
メ
ラ
ー
ス

　

 

（
2
）
ラ
ル
フ
＝
ポ
ッ
シ
ャ
ー
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（
3
）
小
括

　

第
三
節　

分
析

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

（
3
）
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
の
緻
密
化
─
─
多
様
性
、
憲
法
上
の
基
盤
、
お
よ
び
実
効
性　
　

先
の
検
討
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
た
し
か
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
と
カ
ー
ル
は
違
う
概
念
（
比
較
と
逸
脱
分
析
）
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
が
展
開
し
た
議
論
を
カ
ー
ル
は
基
本
的
に
踏
襲

し
、
敷
衍
し
て
い
る
。
内
容
面
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
も
あ
る
が
、
大
き
く
重
複
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
論
じ
る
。

①
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
多
様
性
─
─
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
論　
　

ペ
ー
タ
ー
＝
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
と
ペ
ー
タ
ー
＝
フ
ィ
リ
ー
ド
リ
ヒ

に
よ
る
『
行
政
経
済
学
』
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
説
明
が
あ
り
、
そ
の
中
で
二
六
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
類
型
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
類
型
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
、
次
の
一
二
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
に
整
理
し
、
カ
ー
ル
も
こ
の
変
数
を
採
用
す
る
。

す
な
わ
ち
、
①
対
象
、
②
ア
プ
ロ
ー
チ
、
③
基
準
、
④
段
階
と
の
関
係
、
⑤
関
係
す
る
期
間
、
⑥
ア
ク
タ
ー
、
⑦
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
、

⑧
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
、
⑨
範
囲
と
正
確
性
、
⑩
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
組
織
、
⑪
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
⑫
シ
ス
テ
ム
関
係
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
変
数
は
、
多
様
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
描
写
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
さ
れ
る
。

②
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル　
　
「
距
離
」
と
「
客
体
（
対
象
）」
の
検
討
に
お
い
て
、
す
で
に
「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
は
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン

は
、「
概
念
を
権
力
分
立
原
理
と
い
う
境
界
づ
け
に
し
た
が
っ
て
広
く
把
握
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
関
が
そ
れ
自
体
執
行
の
一
部
で
あ

る
過
程
す
べ
て
を
取
り
入
れ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
は
、
職
務
監
督
と
官
庁
監
督
、
社
団
監
督
、

お
よ
び
た
と
え
ば
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
機
関
相
互
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
は
、
典
型
的
に
は
、
裁
判
所
と
議
会

（
137
）

（
138
）

（
139
）
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に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
会
計
検
査
は
区
別
が
難
し
い
。
連
邦
会
計
検
査
院
は
、
基
本
法
で
規
定

さ
れ
て
お
り
、
執
行
と
行
政
か
ら
独
立
し
、
そ
れ
ら
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
し
か

し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
よ
う
に
、
会
計
検
査
局
が
行
政
庁
に
属
す
る
場
合
は
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。

③
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
憲
法
上
の
基
盤　
　

シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
、
憲
法
上
の
基
盤
と
し
て
権
力
分
立
原
理
の
み
を
挙
げ

る
が
、
カ
ー
ル
は
、
さ
ら
に
法
治
国
家
原
理
と
民
主
制
原
理
も
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
カ
ー
ル
の
議
論
に
沿
っ
て
、
検
討
す
る
。

ⅰ
）
民
主
制
原
理　
　

民
主
制
に
つ
い
て
ま
ず
責
任
が
説
明
さ
れ
る
。「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
憲
法
理
論
上
、
責
任
と
の
相
関
概
念
で

あ
る
。
責
任
の
概
念
は
、
対
峙
し
、
相
互
に
関
係
の
あ
る
二
つ
の
機
構
、
つ
ま
り
責
任
を
負
う
機
構
と
こ
の
説
明
責
任
を
主
張
す
る
機

構
を
前
提
と
す
る
。」
他
者
の
た
め
に
（
他
者
の
責
任
で
）
行
動
す
る
と
き
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
長-

職
員-

関
係
で
は
、
委
任
さ
れ
た
権
限
や
力
の
濫
用
の
防
止
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
主
眼
と
な
る
。
職
員
は
、
長
に
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
説
明

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
釈
明
を
求
め
ら
れ
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
科
さ
れ
る
。
こ
の
責
任
連
関
は
、
政
府
と
そ
の
他

の
職
務
保
持
者
（
職
員
）
と
国
民
（
長
）
の
関
係
に
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
関
係
は
、
憲
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
用
語
、
す

な
わ
ち
基
本
法
二
〇
条
一
項
と
二
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
民
主
制
原
理
の
解
釈
と
し
て
展
開
し
た
民
主
的
正
統
性
に
転
換
さ
れ
る
。
基

本
法
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
国
民
に
遡
及
可
能
な
民
主
的
正
統
性
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
責
任
の
保
持
者
の
人
と
事
項-

内

容
の
正
統
性
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
保
持
者
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
と
な
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
事
項-

内
容
の

（
実
質
的
）
正
統
性
が
第
一
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
政
で
は
、
法
律
へ
の
拘
束
、
大
臣
責
任
（
基
本
法
六
五
条
二
文
）、
職
務

保
持
者
が
指
図
に
拘
束
さ
れ
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
原
理
、
お
よ
び
指
図
と
法
監
督
を
内
容
と
す
る
監
督
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

憲
法
が
正
当
化
す
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
指
図
や
大
臣
か
ら
自
由
な
領
域
、
す
な
わ
ち
地
方
自
治
や
機
能
自
治
は
許
さ
れ
る
。

ⅱ
）
法
治
国
家
原
理　
　

次
に
法
治
国
家
が
説
明
さ
れ
る
。「
国
家
の
組
織
構
造
体
に
お
け
る
協
働
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
決
定

（
140
）

（
141
）
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の
法
治
国
家
的
合
理
性
（
事
項
正
確
性
）
を
目
標
と
し
て
い
る
。」
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
法
治
国
家
に
基
づ
く
決
定
プ
ロ
セ
ス
の

要
請
さ
れ
た
構
成
要
素
で
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
事
項
正
確
性
を
保
障
す
る
機
能
が
あ
る
と
き
、
公
権
力
の
公
益
へ
の
拘
束
と
後
述

の
機
能
的
権
力
分
立
が
重
要
で
あ
る
。
事
項
正
確
性
は
、
第
一
に
法
適
合
性
を
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
他
に
、
時
間
適
切
性
、
実
効
性
、

受
容
可
能
性
、
柔
軟
性
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
開
放
性
、
お
よ
び
実
行
の
有
用
性
の
共
演
に
よ
っ
て
も
創
出
さ
れ
る
。

ⅲ
）
権
力
分
立
原
理　
　

前
述
の
よ
う
に
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
区
別
に
お
い
て
役
割
を
果
た
す
権
力
分
立

原
理
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
検
討
す
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
も
、
カ
ー
ル
も
、
権
力
分
立
を
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
礎
と
し
、

さ
ら
に
権
力
内
部
、
特
に
行
政
内
部
の
権
力
分
立
を
承
認
す
る
。
た
だ
、
共
通
了
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
重
点
は
少
し
違
う
。

　

ま
ず
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
の
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
法
治
国
家
と
民
主
制
に
基

づ
く
運
営
（V

erw
alten

）
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
憲
法
構
造
の
決
定
が
交
差
す
る
場
合
に
、
そ
の
規
範
上
の
基

礎
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
権
力
分
立
原
理
で
あ
る
。」
こ
の
権
力
分
立
原
理
は
広
い
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。「
ま
ず
、
権
力
分
立

原
理
は
、
そ
の
古
典
的
な
構
成
に
し
た
が
っ
て
、
立
法
府
、
執
行
府
、
お
よ
び
司
法
府
と
い
う
三
つ
の
作
用
の
担
い
手
の
間
で
分
立
と

協
働
を
組
織
す
る
憲
法
の
原
理
で
あ
る
。」
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
原
理
は
、「
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
礎
」
で
あ
る
。
権
力
分

立
原
理
に
お
け
る
「
分
立
と
分
類
」
と
い
う
思
考
は
、
行
政
の
内
部
で
も
有
効
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
行
政
単
位
は
、
歴
史
的
な
形

成
物
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
法
シ
ス
テ
ム
で
は
特
定
の
形
式
類
型
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
、
相
互
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
相
互
に
分
類
さ

れ
る
」
た
め
で
あ
る
。「
…
…
、
権
力
分
立
は
機
能
に
し
た
が
っ
て
力
を
分
配
す
る
構
造
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
の
原
理
に
と
っ
て
は
分
離

と
抑
制
の
み
な
ら
ず
、
作
用
の
担
い
手
へ
の
行
動
権
限
の
分
類
と
効
率
化
が
重
要
で
あ
る
。」
こ
の
構
造
原
理
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

理
解
を
目
標
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
に
よ
る
決
定
は
、
で
き
る
限
り
正
し
く
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
つ
い
て
組
織
、
構
成
、
機

能
、
お
よ
び
手
続
方
法
に
し
た
が
っ
て
最
も
良
い
前
提
を
利
用
す
る
機
関
に
よ
っ
て
、
下
さ
れ
る
」
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

（
142
）

（
143
）

（
144
）

（
145
）
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な
思
考
に
と
っ
て
、
法
治
国
家-

民
主
的
な
合
理
性
が
重
要
で
あ
る
。
若
干
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
、

二
段
階
で
権
力
分
立
を
構
成
し
て
い
る
。
一
方
は
、「
古
典
的
な
構
成
」
と
呼
ば
れ
る
「
三
つ
の
作
用
の
担
い
手
の
間
で
の
分
立
と
協

働
を
組
織
す
る
原
理
」
で
あ
る
。
他
方
は
、「
作
用
の
担
い
手
へ
の
行
動
権
限
の
分
類
と
効
率
化
」
を
重
視
す
る
「
機
能
的
権
力
分

立
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
こ
の
構
造
原
理
に
お
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
礎
石
で
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
る
者
の
自
立
性
を
認
め
、
同
時
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
者
を
規
範
に
よ
る
公
共
体
の
方
向
づ
け
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
保
障
す

る
。」
以
上
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
、
権
力
分
立
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係
を
論
じ
る
。

　

た
だ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-
ア
ス
マ
ン
は
権
力
分
立
の
機
能
的
考
察
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
反
面
、
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
の

そ
の
意
義
も
論
じ
る
。「
権
力
分
立
原
理
の
解
釈
に
関
す
る
機
能
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
次
の
こ
と
を
確
か
に
し
ば
し
ば
単
純
に
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
分
類
決
定
に
つ
い
て
、
そ
の
決
定
が
憲
法
に
お
い
て
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と

を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
機
能
に
つ
い
て
の
論
拠
は
、
方
法
論
上
、
説
得
性
の
考
慮
、
経
験
則
、
お
よ
び
複
雑
な
評
価
に
よ

っ
て
作
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
枠
条
件
の
あ
ら
ゆ
る
変
遷
に
よ
っ
て
変
遷
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
権
力
分
立
と
い
う
思
考
は
、
新
し
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
と
変
化
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
法
に
よ
っ
て

評
価
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
関
係
点
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
の
見
解
に
対
し
て
、
結
論
は
共
通
で
あ
る
が
、
カ
ー
ル
は
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
礎
で
あ

る
権
力
分
立
の
理
由
づ
け
が
少
し
違
う
。「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
理
念
型
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
水
平
な
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
作
用
間

の
権
力
分
立
原
則
の
特
色
と
結
果
で
あ
る
…
…
。」
こ
の
意
味
で
の
権
力
分
立
は
、
基
本
法
一
条
三
項
、
二
〇
条
二
項
と
三
項
に
お
い

て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
権
力
分
立
は
、
国
家
権
力
を
柔
軟
に
区
分
し
、
個
別
の
権
力
を
力
の
グ
ル
ー
プ
に
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
目
標
は
、
国
家
権
力
を
抑
制
・
適
正
化
し
、
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
力
の
濫
用
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ン
ト

（
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ロ
ー
ル
は
、「
分
離
に
も
、
綜
合
（Synthese

）
に
も
基
づ
く
複
雑
な
権
力
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
す
べ
て
の
適
正
化
・

馴
化
の
形
式
に
つ
い
て
の
上
位
概
念
で
あ
り
」、「
力-

反
対
の
力-

状
況
」
を
生
み
出
す
。「
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
、
作
用-

制
度
面
で
外
に
あ
る
、
少
な
く
と
も
一
方
の
権
力
と
距
離
の
あ
る
、
広
い
意
味
に
お
け
る
反
対
の
権
力
に
よ
る
一
方
の
権

力
の
監
視
と
把
握
さ
れ
う
る
（
外
部
の
権
力
分
立
）。」
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
分
立
は
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
礎
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
法
治
国
家
の
説
明
の
最
後
に
登
場
し
た
機
能
的
権
力
分
立
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
高
権
を
機

関
に
適
合
し
、
機
能
に
適
切
に
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
よ
く
公
益
を
実
現
す
る
、
と
い
う
目
標
に
よ
る
機
能

の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
と
相
互
の
協
働
と
い
う
基
本
原
理
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
権
力
分
立
の
主
要
な
動
機
は
、

事
項
正
確
性
、
合
理
性
、
実
効
性
で
あ
る
。
こ
の
「
機
能
に
適
切
な
力
の
配
分
の
原
理
」
は
行
政
内
部
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
内
部
の
権

力
分
立
）
に
有
効
で
あ
る
。『
国
家
監
督
』
で
は
、
内
部
の
権
力
分
立
は
「
垂
直
な
権
力
分
立
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
憲
法
上
の
基
盤
と
し
て
の
権
力
分
立
を
め
ぐ
る
カ
ー
ル
の
議
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
用
語
法
で
あ
る
。
カ
ー

ル
は
、「
古
典
的
な
権
力
分
立
」
を
「
水
平
な
」、「
機
関
間
の
」、
あ
る
い
は
「
外
部
の
」
と
修
飾
す
る
の
に
対
し
て
、「
機
能
的
権
力

分
立
」
を
「
垂
直
な
」、「
機
関
内
の
」、
あ
る
い
は
「
内
部
の
」
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
特
に
、「
水
平
な-

垂
直
な
」、

「
機
関
間
の-

機
関
内
の
」
と
い
う
対
に
な
っ
て
い
る
修
飾
句
は
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
類
型
を
想
起
さ
せ

る
。
た
し
か
に
「
機
関
間-

機
関
内
」
と
い
う
対
概
念
は
重
な
る
部
分
も
多
い
。
し
か
し
、「
水
平
な-

垂
直
な
」
で
表
現
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
そ
れ
で
は
な
い
。
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
機
関
内-

機
関
間
」
の
両
方
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
「
水
平
な
」
で
、
連
邦
制
、
基
本
権
、
メ
デ
ィ
ア
、
多
元
主
義
を
「
垂
直
な
」
で
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

カ
ー
ル
は
、「
水
平
な
」
で
「
古
典
的
な
権
力
分
立
」
を
、「
垂
直
な
」
で
「
機
関
内
の
権
力
分
立
」
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

④
実
効
性
─
─
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
水
準
論　
　

こ
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-
ア
ス
マ
ン
と
カ
ー
ル
の
出
発
点
、
論
証
、
お
よ

（
149
）

（
150
）

（
151
）

（
152
）



公法学におけるコントロール概念の展開（三・完）

（阪大法学）65（1-185）　185 〔2015. 5 〕

び
結
論
は
一
致
し
て
い
る
。
出
発
点
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
は
統
一
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
両
者
は
動
機
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
異
な
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
、
権
力
分
立
で
登
場
し
た
「
作
用
の
自
立
性
」
に
関
連
さ
せ

て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
効
性
を
論
じ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、（
行
政
の
）
自
立
性
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
さ
れ

す
ぎ
て
も
、
さ
れ
な
さ
す
ぎ
て
も
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
そ
れ
ら
が
そ
の
機
能
を
遂
行
す
る
と
さ
れ
る

な
ら
ば
、
あ
る
特
定
の
強
度
と
持
続
性
に
到
達
す
る
は
ず
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ー
ル
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
水
準
論

の
眼
目
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
協
働
を
中
心
に
据
え
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
関
連
」
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
一
方
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
欠
落
を
可
視
化
し
、
他
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
の
相
補
性
と
補
正
の
適
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

水
準
論
に
つ
い
て
の
論
証
は
複
層
的
で
あ
る
。
ま
ず
、「
実
効
性
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
「
実
効
性
」
と
い
う
基
準
自
体
は
、
本

来
法
の
も
の
で
は
な
く
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
お
け
る
「
権
利
保
護
の
実
効
性
」
の
概
念
か
ら
議
論
が
発
展
し
て
き
た
。
権
利
論
に

お
け
る
「
実
効
性
」
は
「
関
連
の
あ
る
目
標
の
有
効
性
の
条
件
が
正
確
に
分
析
さ
れ
、
権
利
保
護
と
い
う
課
題
の
遂
行
か
ら
そ
の
有
効

性
を
奪
う
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
と
ネ
ッ
ク
が
ど
こ
に
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
を
処
理

す
る
」
こ
と
を
示
す
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
領
域
で
は
、
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
シ
ス
テ
ム
決
定
と
は
違
い
、
明
確
に
優
先
順
位
の
高
い

目
標
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
一
体
の
目
標
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
、「
正
統
性
の
水

準
」
の
概
念
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
概
念
が
、「
実
効
性
の
要
請
の
下
で
複
雑
な
規
律
構
造
に
お
い
て
も
ド
グ

マ
を
形
成
で
き
る
」
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
民
主
制
原
理
の
解
釈
に
あ
た
っ
て

「
正
統
性
の
水
準
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
正
統
性
に
は
、
事
項-
内
容
の
正
統
性
、
人-

組
織
の
正
統
性
、
お
よ
び
作
用
の
正
統

性
の
三
類
型
が
あ
る
。「
正
統
性
の
水
準
」
の
概
念
は
、
一
つ
の
正
統
性
の
弱
点
を
他
の
正
統
性
で
調
整
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
三

つ
の
正
統
性
を
総
括
可
能
な
関
係
に
お
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
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て
の
実
践
的
な
認
識
と
説
得
性
の
考
察
を
次
第
に
法
の
要
請
に
変
換
す
る
転
換
概
念
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
正
統

性
だ
け
で
な
く
、
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
も
妥
当
す
る
。

（
4
）
小
括　
　

二
〇
〇
〇
年
代
の
行
政
法
総
論
改
革
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
は
、
概
念
論
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。
採
用
す
る
概

念
が
異
な
る
と
は
い
え
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
も
、
カ
ー
ル
も
、
ま
ず
概
念
を
論
じ
、
そ
の
後
に
現
実
に
起
き
て
い
る
具
体
的
な

問
題
を
取
り
扱
う
。
本
稿
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
行
政
法
総
論
改
革
に
お
け
る
概
念
論
に
つ
い
て
ま
と
め
る
な
ら

ば
、
賛
否
は
あ
れ
、「
比
較
」
と
い
う
概
念
が
一
般
化
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
（
事
実
上
、
機
能
上
）
含
む
広

い
概
念
で
あ
る
「
逸
脱
分
析
」
を
採
る
カ
ー
ル
も
、「
で
あ
る
べ
き-

で
あ
る-

比
較
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
「
核
と
な
る
要
素
」
と

論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
国
家
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
機
能
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
「
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
も
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
「
合
理
化
」
と
理
解
す
る
見
解
も
、
確
固
と
し

た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
概
念
論
で
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
節　
「
権
力
分
立
」
論
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
お
い
て
、「
権
力
分
立
」
の
議
論
の
中
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
論
じ
ら
れ
た
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
積
極
的
に
論
じ
た

行
政
法
総
論
改
革
に
対
し
て
、「
権
力
分
立
」
論
に
お
い
て
、
批
判
的
、
ま
た
は
慎
重
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
ク

リ
ス
ト
フ
＝
メ
ラ
ー
ス
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
し
て
極
め
て
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ル
フ
＝
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
従
来

の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
慎
重
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
取
り
扱
う
。

（
1
）「
権
力
分
立
」
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
─
─
ク
リ
ス
ト
フ
＝
メ
ラ
ー
ス　
　

①
権
力
の
分
割vs.

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
？　
　

メ
ラ
ー
ス

（
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は
、
教
授
資
格
申
請
論
文
『
権
力
の
構
成
─
─
国
内
的
、
お
よ
び
国
際
的
な
比
較
法
に
お
け
る
正
統
性
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
』、
お
よ

び
そ
の
要
約
版
『
三
つ
の
権
力
─
─
立
憲
国
家
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
、
お
よ
び
国
際
化
に
お
け
る
権
力
の
構
成
の
正
統
性
』（
そ
の
英

訳
と
し
て
『
三
つ
の
部
門
─
─
権
力
分
立
の
比
較
モ
デ
ル
』）
に
お
い
て
、「
権
力
分
立
」
論
に
新
し
い
風
を
吹
か
せ
た
。
つ
ま
り
、
メ

ラ
ー
ス
は
民
主
制
、
正
確
に
は
自
己
決
定
論
と
「
権
力
の
構
成
（Gew

altengliederung

）」
を
結
び
つ
け
る
。
そ
の
予
備
考
察
と
し

て
、
メ
ラ
ー
ス
は
、
法
治
国
家
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
て
き
た
従
来
の
権
力
分
立
（Gew

altenteilung

）
を
再
検
討
し
、
そ
の
矛
盾
を

批
判
す
る
。
そ
の
中
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
言
及
し
て
い
る
。
メ
ラ
ー
ス
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
権
力
分
立
論
は
、「
機
関
の
分
離

の
要
請
」、「
機
関
に
関
係
の
な
い
権
力
の
簒
奪
の
禁
止
」、
そ
し
て
「
相
互
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
バ
ラ
ン
ス
の
要
請
」
を
内
容
と
し
て

き
た
。
権
力
分
立
論
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、「
機
関
の
分
離
の
要
請
」
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
る
。
機
関
の
分
離
の

要
請
は
、「
国
家
が
果
た
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
組
織
上
た
が
い
に
分
離
す
る
」
こ
と
を
求
め
、
厳
格
に
理
解
さ
れ
る
と
機
関
間

の
接
触
を
排
除
す
る
。
分
離
の
要
請
は
、
理
論
上
相
互
に
関
係
の
あ
る
機
関
の
完
全
な
自
律
に
尽
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
は
、「
機
関
間
の
制
度
化
さ
れ
た
影
響
力
の
行
使
」
で
あ
り
、
そ
の
観
念
は
理
論
上
「
権
力
の
区
別
の
止
揚
」
に
尽
き
る
。

つ
ま
り
、
権
力
分
立
に
お
け
る
「
分
離
の
要
請
」
と
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
請
」
は
、
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
。

　

メ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
レ
ジ
ュ
ー
ム
と
権
力
分
立
を
理
解
す
る
と
、
機
関
間
の
相
互
交
流
が

保
護
さ
れ
る
。
こ
の
相
互
交
流
は
、
理
想
的
な
組
織
上
の
機
関
の
分
離
を
背
景
と
し
て
も
、
必
要
悪
で
は
な
く
、
む
し
ろ
権
力
分
立
の

あ
り
う
る
手
段
で
あ
る
力
の
馴
化
の
考
え
方
を
制
度
上
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
に
は
、
概
念
の
不

明
確
さ
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
は
、
不
明
確
な
ま
ま
に
さ
れ
る
か
、
遡
及
的
な
関
連
に
限
定
し
た
と
す
る
と
、

〔
三
つ
の
〕
権
力
の
全
体
を
把
握
で
き
な
い
か
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
メ
ラ
ー
ス
が
「
遡
及
的
な
関
連
に
限
定
す
る
」
見
解
と

し
て
い
る
の
は
、
ク
レ
プ
ス
と
そ
の
議
論
を
踏
襲
し
て
い
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
で
あ
る
。
こ
の
「
遡
及
的
な
関
連
」
が
意
味
す

（
159
）

（
160
）

（
161
）

（
162
）

（
163
）

（
164
）

（
165
）

（
166
）



論　　　説

（阪大法学）65（1-188）　188 〔2015. 5 〕

る
の
は
、「〝
で
あ
る-

価
値
〟
が
存
在
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
事
後
の
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
す
で
に
存
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
ク
レ
プ
ス
ら
の
議
論
は
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
三
つ
の
権
力
の
全
体
」
が
把
握
で
き
な
い
、
と
メ
ラ
ー
ス
は
批
判
す
る
。
た
だ
、
メ
ラ
ー
ス
は
、
ク
レ
プ
ス
は
「
三
つ
の
作
用

す
べ
て
の
部
分
領
域
だ
と
し
て
も
」
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
条
件
付
き
で
評
価
し
て
い
る
。

②
ま
と
め　
　

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
メ
ラ
ー
ス
の
議
論
に
お
い
て
本
質
で
は
な
く
、
批
判
す
べ
き
従
来
の
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ

ラ
ー
ス
の
議
論
の
次
の
二
点
は
、
注
目
に
値
す
る
。
第
一
は
、「
機
関
間
の
制
度
化
さ
れ
た
影
響
力
の
行
使
」
と
い
う
メ
ラ
ー
ス
の
極

め
て
古
典
的
な
理
解
で
あ
る
。
第
二
に
、
メ
ラ
ー
ス
が
、
ク
レ
プ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
「
遡
及

的
な
関
連
に
限
定
し
て
」
理
解
す
る
と
、
三
つ
の
権
力
の
全
体
を
把
握
で
き
な
い
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
従
来

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
権
力
の
全
体
の
把
握
を
そ
の
主
眼
と
し
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
メ
ラ
ー
ス
の
議
論
か
ら
す
る
と
、

従
来
の
権
力
分
立
論
と
ク
レ
プ
ス
ら
の
議
論
は
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
に
お
い
て
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
の
力
点
が
異
な
る
。

（
2
）
ラ
ル
フ
＝
ポ
ッ
シ
ャ
ー　
　

方
法
、
基
準
、
課
題
、
お
よ
び
組
織
を
内
容
と
す
る
『
行
政
法
の
基
礎　

第
一
巻
』
の
中
で
、
ポ

ッ
シ
ャ
ー
は
、「
第
八
節　

基
本
法
の
作
用
秩
序
」
を
担
当
し
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
項
目
は
権
力
分
立

を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
従
来
の
「
作
用
秩
序
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
総
括
す
る
中
で
、
こ
れ
ま
で

の
行
政
法
総
論
改
革
の
議
論
を
反
映
し
つ
つ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
論
文
の
結
論
に
つ
い
て
付
言
す

れ
ば
、「
Ｂ
．
基
本
法
の
三
つ
の
主
要
作
用
」
に
お
け
る
各
作
用
に
分
配
さ
れ
た
権
限
の
説
明
に
重
点
が
あ
る
。

①
コ
ン
ト
ロ
ー
ル　
　

ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
高
権
の
行
使
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
権
力
分
立
原
理
に
と
っ
て
構
成
的
な

内
容
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
合
理
性
と
関
係
が
あ
る
。

「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
基
準
を
前
提
と
し
、
公
権
力
が
基
準
に
定
位
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
権
力
に
よ
る
恣
意
的

（
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な
運
営
に
対
し
て
そ
れ
自
体
す
で
に
合
理
性
の
水
準
を
実
現
す
る
。
そ
れ
を
越
え
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
に
蓄

積
さ
れ
た
合
理
性
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
。
そ
の
限
り
で
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
合
理
性
は
、
権
力
分
立
原
則
に
お
い
て
構
想

さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
と
相
関
関
係
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

　

ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
基
準
と
と
も
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
と
し
て
ア
ク
タ
ー
と
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
具
体
的
に
は
、

議
会
と
い
う
ア
ク
タ
ー
は
、
法
適
合
性
、
目
的
適
合
性
、
経
済
性
と
い
う
基
準
で
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
議
会
が
行
う
行
政
へ

の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
典
型
例
は
、
政
府
の
瓦
解
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
法
適
合
性
に
基
づ
い
て
行

政
を
、
さ
ら
に
は
憲
法
と
い
う
基
準
に
基
づ
い
て
立
法
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
立
法

者
に
よ
る
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
。
こ
の
三
つ
の
変
数
の
組
合
せ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
、
つ
ま
り
一
つ
の
最
高
機
関
が
あ
り
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
そ
の
他
の
機
関
が
服
す
る
、
と
い
う
図
式
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係
、
換
言
す
る
と
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。
法
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
レ
ジ
ー
ム
だ
け
で
な
く
、
行
政
内
部
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ア
ク
タ
ー
と
過
程
の
境
界
を
引
く
も
の
と
し
て
「
距
離
」
の
要
請
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
に
内
在
し
て
い
る
。
権
力
分

立
の
中
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
、
ア
ク
タ
ー
は
組
織
と
人
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
単
位
の
区
別
だ

け
で
な
く
、
人
の
兼
職
禁
止
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
と
の
距
離
は
、
活
動
の
基
準
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

基
準
の
区
別
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
立
法
者
と
行
政
は
法
の
基
準
に
だ
け
し
た
が
っ
て
活
動
す
る
必
要
は
な
い
が
、
裁

判
所
は
法
の
基
準
に
の
み
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
敷
衍
す
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
機
関
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
機
関
に
よ
る
決

定
を
単
に
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
機
関
の
権
限
か
ら
区
別
さ
れ
る
構
造
化
さ
れ
た
決
定
権
限
を
行
使
す
る
。

（
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つ
ま
り
、
拘
束
力
を
も
つ
形
で
公
権
力
を
投
入
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
決
定
の
担
い
手
が
協
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

か
ら
、
権
力
分
立
に
内
在
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
力
と
濫
用
を
適
正
化
す
る
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
。
決
定
基
準
が
互
い
に
異
な
る
と

き
、
決
定
構
造
の
差
異
も
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
決
定
基
準
を
越
え
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
は
差
異
が
内
在
す
る
。
そ
の
差
異
は
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
者
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
か
ら
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
者
は
つ
ね

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
を
必
要
と
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
の
個
別
性
す
べ
て
を
決
し
え
な
い
た
め
で
あ
る
。

②
ま
と
め　
　

ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
を
直
接
に
語
っ
て
い
な
い
た
め
、
前
記
の
議
論
を
も
と
に
概
念
を
構
成
す
る
こ

と
と
す
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
ア
ク
タ
ー
、
基
準
、
お
よ
び
対
象
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
基

準
と
対
象
の
比
較
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
ア
ク
タ
ー
を
区
別
す
る
た
め
に
、
距
離
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
に
概
念
上
内
在
し
て
い
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
合
理
性
に
関
連
が
あ
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
に
合
理
性
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
変
数
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
カ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
比

較
」
を
越
え
る
「
広
い
概
念
」、
つ
ま
り
「
逸
脱
分
析
」
が
概
念
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
機
能
と
し
て
は
、
合
理
性
と
力
の
適
正
化
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
小
括　
　

メ
ラ
ー
ス
は
、
事
後
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
調
す
る
「
遡
及
的
な
」
理
解
を
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー

は
、
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、「
比
較
」
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
理
解
す
る
見
解
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
の
「
権
力
分
立
」
論
に
お
い
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
議
論
の
出
発
点
は
、
賛
否
は
あ
る
が
、「
比
較
」
で
あ
っ
た
。 （
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第
三
節　

分
析

　

二
〇
〇
〇
年
代
の
議
論
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
が
行
政
法
総
論
改
革
に
お
い
て
活
況
を
呈
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、「
権
力
分
立
」
論
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
活
発
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
状
況
の
最
大
の
原
因
は
、
や
は

り
国
内
の
民
営
化
や
規
制
緩
和
、
国
際
化
に
よ
る
行
政
構
造
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
現
象
を
取
り
扱
う
こ
と
は
、
憲
法
学

に
と
っ
て
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
挑
戦
を
最
前
線
で
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
行
政
を
分
析
対

象
と
す
る
行
政
法
学
で
あ
る
。
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
持
つ
一
体
の
行
政
と
い
う
従
来
の
観
念
か
ら
す
る
と
、
特
に
裁
判
所
に
よ
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
特
に
脱
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
化
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
枠
組

み
で
捉
え
き
れ
な
い
行
政
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む

た
め
に
は
、
概
念
論
か
ら
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
挑
戦
し
た
の
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
と
カ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
議
論
全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
の
中
心
を
「
比
較
」
と
す
る
見
解
は
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
が
、
や
は
り
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
や
影
響
力
の
行
使
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
に
含
め
る
、
と
い
う
見
解
も
な
お
有
力
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
最
近
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
ま
と
め
た
。
ま
ず
九
〇
年
代
と
二
〇
〇
〇
年
代
の
議
論
の
傾
向
を

分
析
す
る
。
そ
の
後
、「
は
じ
め
に
」
で
示
し
た
二
つ
の
課
題
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
の
受
容
と
改
鋳
の
問
題
、
そ
し
て
従
来
の
通
説
の

継
承
と
克
服
の
問
題
を
論
じ
る
。
最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
。
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（
1
）
一
九
九
〇
年
代
と
二
〇
〇
〇
年
代
の
議
論
の
傾
向　
　

公
法
学
の
内
部
に
お
い
て
、
九
〇
年
代
を
境
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め

ぐ
る
議
論
の
活
発
さ
は
た
す
き
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
〇
年
代
以
前
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
憲
法
学
で

は
権
力
分
立
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
活
発
で
あ
っ
た
が
、
行
政
法
学
で
は
あ
ま
り
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
〇

〇
年
代
以
降
は
、
憲
法
学
で
は
顕
著
に
低
調
に
な
り
、
行
政
法
学
で
は
活
発
化
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
稿
の
図
式
、「
国

家
論
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
日
々
行
わ
れ
る
決
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
へ
の
視
点
の
転
換
」
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。

　

八
〇
年
代
以
前
は
、
全
体
主
義
国
家
や
共
産
主
義
国
家
に
お
い
て
権
力
が
濫
用
さ
れ
、
国
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
恐

怖
は
、
分
断
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ
、
東
ド
イ
ツ
に
接
す
る
西
ド
イ
ツ
に
は
付
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
権

力
は
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
権
力
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
す
る
の

か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
が
憲
法
学
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
と
、
権
力
分
立
の
問
題
と
な
っ
た
。
メ
ラ
ー
ス
の
言
葉
を
借
り
る
と

「
権
力
の
全
体
」
を
見
る
必
要
が
あ
っ
た
。
従
来
の
行
政
法
学
で
は
、
裁
判
所
と
行
政
の
関
係
が
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
関

係
で
は
、
市
民
の
権
利
保
護
が
行
政
訴
訟
の
第
一
義
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
二
次
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
九
〇
年
代
以
降
は
、
公
法
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
。
憲
法
学
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
特
に
ベ

ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
消
滅
で
あ
っ
た
。
実
際
の
人
権
や
政
治
の
状
況
は
別
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
権
威
主

義
国
家
が
な
く
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、「
国
家
論
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
意
義
は
低
下
す
る
。
こ
の
よ
う
な
低
下
は
、
ク
レ

プ
ス
が
論
文
を
書
い
た
八
〇
年
代
前
半
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
行
政
法
学
は
、
対
象
で
あ
る
行
政
の
構
造

が
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
れ
は
、
八
〇
年
代
か
ら
の
民
間
化
、
規
制
緩
和
が
原
因
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
従
来
の
官
僚
制
モ
デ
ル
も
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
モ
デ
ル
も
通
用
し
に
く
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
権
利
保
護
に
付
随
す
る
二

次
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
に
よ
る
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
中
心
と
し
て
き
た
行
政
法
学
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
モ
デ
ル

（
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だ
け
で
は
不
十
分
に
な
る
。
し
か
し
、
行
政
は
「
日
々
決
定
し
て
い
る
」。
そ
れ
ら
の
決
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
は
つ
ね
に
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
行
政
の
構
造
変
化
に
学
問
と
し
て
取
組
み
、
そ
れ
に
伴
い
多
様
化
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
再
定
位

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
ト
ポ
ス
が
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
、
議
論
が
活
発
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
再
発
見
さ
れ
た
ト
ポ
ス
で
は
、
概
念
論
が
問
い
直
さ
れ
、
概
念
の
再
構
成
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
に
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
提
示
し
、

ク
レ
プ
ス
が
洗
練
化
さ
せ
た
「
比
較
」
が
既
に
存
在
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
で
は
現
実
を
考
慮
し
き
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
、「
逸

脱
分
析
」
と
い
う
よ
り
広
い
概
念
も
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
さ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
概
念
を
採
用
す
る
カ
ー
ル
も
、「
比
較
」
が

「
逸
脱
分
析
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
九
〇
年
代
以
降
の
公
法
学
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
出
発
点
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
「
比
較
」
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
で
は
「
権
力
の
全
体
」
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
行
政
法
学
は
、
三
つ
の
権
力
を
つ
ね
に
見
渡
す
必
要
は
な
い
。
行
政
法
学
は
、
行
政
を
中
心
に
考

察
を
進
め
る
こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
九
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
ク
レ
プ
ス
の
議
論
の
取
扱

い
に
、
結
果
と
し
て
、
憲
法
学
と
行
政
法
学
で
差
が
出
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
が
つ
く
。

（
2
）
ク
レ
プ
ス
の
議
論
に
対
す
る
最
近
の
評
価　
　

前
稿
で
は
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
ま
で
し
か
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

客
観
的
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
議
論
の
評
価
を
行
わ
な
か
っ
た
。
ク
レ
プ
ス
の
論
文
の
公
表
か
ら
三
〇
年
が
経
過
し
た
現

在
、
評
価
も
定
ま
っ
て
き
て
い
る
。「
概
念
」、「
形
式
的
な
見
方
」、「
プ
ロ
セ
ス-

動
態
化
」、「
合
理
性
」「
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
／
権
力

分
立
」
と
い
う
五
つ
の
評
価
の
観
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ク
レ
プ
ス
の
議
論
に
お
い
て
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
」
は
「
比
較
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
活
発
に
議
論
さ
れ
て

い
る
行
政
法
学
に
お
い
て
も
賛
否
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
法
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
概
念
に
つ
い
て
の
態
度
が
明
確
で

は
な
い
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
と
ポ
ッ
シ
ャ
ー
を
除
け
ば
、
一
方
で
逸
脱
分
析
を
採
用
す
る
カ
ー
ル
、「
比
較
」
と
い
う
概
念
の
視
野
に
つ
い

（
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て
語
る
メ
ラ
ー
ス
は
、「
比
較
」
と
い
う
概
念
に
批
判
的
で
あ
る
。
他
方
で
ト
ゥ
ル
ー
テ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
好
意
的
で
あ

り
、
多
く
の
部
分
で
こ
の
概
念
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
逸
脱
分
析
」
を
採
用
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
要
素
の
中
に
は
「
比
較
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
カ
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
逸
脱
分
析
に
含
ま

れ
る
「
是
正
」
の
要
素
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
に
必
然
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ス
ク
ー
レ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
形
式
的
な
見
方
」
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
憲
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ

て
い
る
の
か
、
を
考
慮
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
現
象
を
研
究
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
研
究
結
果
の
正
確
さ
が
上
昇
し

た
。
こ
の
「
形
式
的
な
見
方
」
の
代
表
が
ク
レ
プ
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
見
方
に
よ
っ
て
、
従
来
な
か
っ
た
変
数
論
な
ど
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
理
論
に
導
入
で
き
た
。
次
の
「
プ
ロ
セ
ス-

動
態
化
」
に
関
連
す
る
が
、
従
来
の
見
方
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
者
の
決

定
へ
の
協
働
と
そ
の
阻
止
に
注
目
し
て
き
た
た
め
、
ア
ク
タ
ー
以
外
の
変
数
、
つ
ま
り
基
準
や
時
間
を
あ
ま
り
必
要
と
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
形
式
的
な
見
方
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
角
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
プ
ロ
セ
ス-

動
態
化
」
は
、
次
の
「
合
理
性
」
と
と
も
に
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
る
。
批
判
的
な
メ
ラ
ー
ス

以
外
の
本
稿
で
検
討
し
た
研
究
者
は
、
ク
レ
プ
ス
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
機
能

で
あ
り
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
の
み
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
は
決
定
の
結
果
に
注
目
し
た
が
、
決
定
が
な
さ

れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
視
線
が
転
換
さ
れ
た
。
ク
レ
プ
ス
論
文
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
「
プ
ロ
セ
ス-

ア
プ
ロ
ー

チ
」
と
呼
び
、
概
念
を
批
判
す
る
カ
ー
ル
も
「
プ
ロ
セ
ス
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
解
の
基
礎
」
と
呼
ん
で
い
る
の
が
、
証
左
で
あ
る
。

　
「
合
理
性
／
合
理
化
」
は
、
今
日
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
論
に
お
い
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
不
可
欠
の
目
的
で
あ
り
、
機
能
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
結
果
と
し
て
の
決
定
は
、
国
家
の
決
定
で
あ
る
以
上
、
不
合
理
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
法
だ
け
で
な
く
、
他
の
基
準
で
も
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
論
に
持
ち
込
み
、
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根
付
か
せ
た
の
が
、
ま
さ
に
ク
レ
プ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
功
績
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
に
お
け
る
一
大
転
換
点
で
あ
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
国
法
学
は
、
基
本
権
の
領
域
で
あ
れ
、
国
家
組
織
法
の
領
域
で
あ
れ
、
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
志
向
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
も
妥
当
す
る
。
ク
レ
プ
ス
の
議
論
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
も
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
志
向
し
て
い

る
点
で
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
議
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ク
レ
プ
ス
以
前
の
議
論
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
重
視
す
る
が
、
権
力
分

立
を
批
判
し
た
。
典
型
的
に
は
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
、「
国
家
機
能
の
三
区
分
」
と
い
う
実
定
憲
法
を
越
え
た

構
想
を
打
ち
立
て
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
実
定
憲
法
に
基
づ
く
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
は
成
立
し
な
い
。
ク
レ
プ
ス
が
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

と
い
う
課
題
を
議
論
の
蓄
積
の
あ
る
「
権
力
分
立
」、
あ
る
い
は
「
作
用
秩
序
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
で
解
決
し
た
こ
と

は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
は
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
は
「
権
力
分
立
の
積

極
的
な
観
点
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
に
組
入
れ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
で
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
、
ポ
ッ
シ

ャ
ー
、
そ
し
て
カ
ー
ル
に
お
い
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
憲
法
に
お
け
る
基
礎
と
し
て
権
力
分
立
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
今
日
に
お
け
る
従
来
の
通
説　
　

前
稿
で
は
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
、
マ
イ
ン
を
従
来
の
通
説
と
し
て
ま

と
め
た
。
九
〇
年
代
以
降
の
文
献
に
お
け
る
取
扱
い
は
、
三
者
三
様
で
あ
る
。
マ
イ
ン
は
、
今
日
で
も
よ
く
脚
注
で
引
用
さ
れ
る
が
、

参
考
文
献
の
域
を
出
な
い
。
マ
イ
ン
が
、
基
本
法
の
下
で
、
他
の
憲
法
原
理
に
対
す
る
民
主
制
原
理
の
優
位
を
説
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
で
は
も
は
や
支
持
者
は
い
な
い
。
た
し
か
に
、
カ
ー
ル
は
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
用
語
法
の
基
礎
を
求
め
て
い
た
が
、
内
容
は
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ー
ル
の
用
語
法
に
お
け
る
「
水
平
な

権
力
分
立
」
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
で
は
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
参
照
さ
れ
る
。
ク
レ
プ
ス
と

は
反
対
に
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
今
日
に
お
い
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
ド
イ
ツ
国
法
学
が
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
求
め

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
著
作
の
原
書
は
ア
メ
リ
カ
で
比
較
政
治
学
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た

（
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め
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
は
対
応
し
て
お
ら
ず
、
よ
く
い
っ
て
比
較
憲
法
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
は
、
ド
イ
ツ
国
法
学
の
枠
内
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
論
じ
、
基
本
法
に
即
し
て
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
構

築
し
た
。
今
日
で
は
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
が
展
開
し
た
「
協
働
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
は
ド
イ
ツ
で
は
そ
れ
ほ
ど
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
議
論
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
責
任
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
民
主
制
の
関
連
に
お
い
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

　

た
だ
、「
権
力
の
抑
制
」
や
「
影
響
力
の
行
使
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
す
る
従
来
の
概
念
と
語
法
（
英
語
のcontrol

）
は
、「
比

較
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
完
全
に
駆
逐
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
ー
ル
と
メ
ラ
ー
ス
の
よ
う
に
、
従
来
の
議
論
は
、
そ
の

ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
比
較
」
と
い
う
要
素
を
認
識
し
た
上
で
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
4
）
今
後
の
課
題　
　

日
本
の
公
法
学
に
お
い
て
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
は
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
概
念
、
目
的
、
お
よ

び
機
能
の
明
確
化
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
前
稿
と
本
稿
は
、
そ
の
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
戦
後
ド
イ
ツ
の
学
説

の
形
成
と
展
開
を
検
討
し
た
。
こ
の
概
念
論
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
具
体
的
な
「
現
象
」
を
検
討
す
る
基
盤
と
な
る
。
次
の
課
題
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
具
体
例
に
取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
前
稿
で
指

摘
し
た
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
具
体
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
概
念
論
は
そ
の
文
脈
と
意
義
を
獲
得
で
き
る
た
め
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
概
念
は
、
定
期
的
に
検
討
さ
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
間
で
起

き
た
よ
う
に
、
公
法
学
が
直
面
す
る
問
題
に
し
た
が
っ
て
概
念
の
転
回
も
あ
り
う
る
た
め
で
あ
る
。

Peter Eichhorn/Peter Friedrich, V
erw

altungsökonom
ie I, 1976, S.252ff.

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 14f.; ders. (A

nm
. 7), S. 229f.

邦
訳
、
二
三
〇-

二
三
一
頁
。
た
だ
し
、
こ
の
変
数
論
が
論
じ
ら
れ

る
際
の
タ
イ
ト
ル
は
、
論
文
で
は
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
テ
ー
マ
の
行
政
学
に
お
け
る
取
扱
い
」
で
あ
っ
た
が
、
著
書
で
は
「
行
政
法
に
お
け

る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 35.

（
182
）

（
137
）

（
138
）
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Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 18.

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 18ff.; K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 37ff.
K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 63ff.; ders. (A
nm

. 120), Rn. 32ff.

た
だ
、
後
者
は
、「
責
任
」
の
概
念
を
単
独
で
論
じ
、
そ
の
後
民
主
的
正
統
性

を
論
じ
て
い
る
。

K
ahl (A

nm
. 118), Rn. 68ff.

シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
の
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
は
、Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 7), S. 179ff.

邦
訳
、
一
八
二-

一
八
五
頁
も
参
照
。

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 36.

BV
erfGE 68, 1, 86; 98, 218, 251f.

後
者
の
判
例
評
釈
と
し
て
、
村
西
良
太
「
ド
イ
ツ
語
正
書
方
改
革
の
基
本
法
適
合
性
が
争
わ
れ
た
事

例
」
法
政
研
究
（
九
州
大
学
）
第
七
一
巻
（
二
〇
〇
四
年
）
第
二
号
二
四
九
頁
以
下
、
特
に
二
五
二
頁
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

引
用
箇
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
古
典
的
な
権
力
分
立
」
に
つ
い
て
行
っ
た
確
認
で
あ
る
。Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 109), S. 38.
Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 109), S. 37f.
Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 109), S. 38.

シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
は
「
行
政
は
自
立
し
、
自
己
で
責
任
を
負
う
国
家
作
用
で
あ
」
り
、

「
執
行
の
自
立
性
に
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
そ
の
自
律
性
と
合
っ
た
シ
ス
テ
ム
は
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。Schm

idt-
A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 35f.

「
行
政
の
自
立
性
」
に
つ
い
て
は
、Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 7), S. 198-205.

邦
訳
、
二
〇
〇-

二
〇
六
頁
。

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 38.

権
力
分
立
の
機
能
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
誠
「
公
法
に
お
け
る
機
能
的
考
察
の
意
義

と
限
界
─
─
『
機
関
適
性
』
に
関
す
る
断
章
」
稲
葉
馨
・
亘
理
格
（
編
）『
藤
田
宙
靖
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念　

行
政
法
の
思
考
様
式
』（
青
林

書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
三
七
頁
以
下
、
村
西
・
前
掲
註
（
37
）
第
四
章
。

K
ahl (A

nm
. 118), Rn. 71f.; ders. (A

nm
. 119), S. 409f.; ders. (A

nm
. 120), Rn. 37f.

K
ahl (A

nm
. 118), Rn. 72; ders. (A

nm
. 119), S. 410ff.; ders. (A

nm
. 120), Rn. 39.

カ
ー
ル
は
『
国
家
監
督
』
に
お
い
て
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
「
国
家
監
督
」
が
概
念
上
区
別
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
っ
て

い
る
。
で
き
な
い
と
考
え
る
同
義
性
理
論
（Synonym

itätstheorie

）
は
、
上
述
の
「
形
式
と
概
念
に
よ
っ
て
境
界
づ
け
る
方
法
」
を
採
用
し
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
「
比
較
」
と
理
解
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
本
文
で
述
べ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
と
対
応
し
て
、
カ
ー
ル
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
で
き
る
と
考
え
る
の
が
相
違
性
理
論
（D

iffernztheorie

）
で
あ
る
。
カ
ー
ル
は
こ
の
説
に
立
つ
。
そ
の
際
の
区
別
の

（
139
）

（
140
）

（
141
）

（
142
）

（
143
）

（
144
）

（
145
）

（
146
）

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）

（
151
）
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ア
プ
ロ
ー
チ
が
「
作
用-

制
度
理
論
」、
つ
ま
り
「
権
力
分
立
」
で
あ
る
。『
国
家
監
督
』
に
お
け
る
「
外
部
の
権
力
分
立
」
と
「
内
部
の
権
力
分

立
」
の
説
明
は
、『
行
政
法
の
基
礎
』
の
項
目
の
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
「
国
家
監
督
」
を
区
別

し
て
い
る
。「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
、
あ
る
権
力
が
作
用-

制
度
上
そ
の
権
力
の
外
に

0

0

位
置
づ
け
ら
れ
た
反
対
の
権
力

に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
こ
と
（
観
察
、
審
査
、
お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
修
正
）
と
定
義
さ
れ
う
る
。」（K

ahl [A
nm

. 119], S. 409.

〔
強
調
は
、

カ
ー
ル
〕）
そ
れ
に
対
し
て
、「
国
家
監
督
は
、
垂
直
な
権
力
分
立

0

0

0

0

0

0

0

の
原
理
、
ま
た
は
あ
る
国
家
権
力
の
中
に
お
け
る
『
従
属
』
の
特
徴
で
あ

る
。」（K

ahl [A
nm

. 119], S. 410. 

〔
強
調
は
、
カ
ー
ル
。〕）「
基
本
的
に
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
…
…
、
な
ら
び
に
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
…
…
が
、

『
機
関
内
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』、『
機
関
間
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』、
お
よ
び
『
垂
直
な
権
力
分
立
』
を
特
色
づ
け
た
」
と
の
カ
ー
ル
の
言
明
は
、
注
目
に

値
す
る
。K

ahl (A
nm

. 119), S. 409 Fn. 418.
Loew

enstein Supra note (37) p. 164; (A
nm

. 37), S. 165f.

邦
訳
、
二
〇
七-

二
〇
八
頁
。

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 7), S. 230.

邦
訳
、
二
三
一
頁
。K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 208.
Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 109), S. 40.
K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 208.
「
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
種
類
は
『
シ
ス
テ
ム
』
を
形
成
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
け
れ
ど
も
、

一
部
で
相
補
関
係

0

0

0

0

に
相
互
に
あ
り
、
部
分
構
造
体
と
理
解
さ
れ
、
機
能
等
価

0

0

0

0

で
あ
る
と
扱
わ
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
」
と
カ
ー
ル
は
別
の
箇

所
で
述
べ
て
い
る
。K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 139.
（
強
調
は
、
カ
ー
ル
。）

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 40.

権
利
保
護
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
、ders. (A

nm
. 7), S. 228.

邦
訳
、
二
二
九-

二
三
〇
頁
。

V
gl. K

ahl (A
nm

. 118), Rn. 213.
BV

efGE 83, 60, 72; 93, 37, 67.

前
者
の
判
例
評
釈
と
し
て
は
、
彼
谷
環
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
区
議
会
に
お
け
る
外
国
人
の
選
挙
権
─
─
外
国
人

選
挙
権
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
）
事
件
─
─
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
（
編
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三

二
八
頁
以
下
。
後
者
の
判
例
評
釈
と
し
て
は
、
森
保
憲
「
共
同
決
定
に
要
請
さ
れ
る
民
主
的
正
当
性
─
─
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ-

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
州
共
同
決
定
法
違
憲
決
定
─
─
」『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』
三
二
三
頁
以
下
。「
民
主
的
正
統
性
」
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参

照
。
エ
ル
ン
ス
ト-

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
＝
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ/

高
田
篤
（
訳
）「
国
家
形
態
お
よ
び
統
治
形
態
と
し
て
の
民
主
制
原
理
」
初
宿

正
典
（
編
訳
）『
現
代
国
家
と
憲
法
・
自
由
・
民
主
制
』（
風
行
社
、
一
九
九
九
年
）
二
一
三
頁
以
下
。
太
田
匡
彦
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お
け
る
民
主
政
的
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

）
思
考
の
展
開
─
─BV

erfGE93, 37

ま
で
─
─ 

」
藤
田
宙
靖
・
高
橋
和
之
編

（
152
）

（
153
）

（
154
）

（
155
）

（
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）

（
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）
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『
樋
口
陽
一
先
生
古
稀
記
念　

憲
法
論
集
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
三
一
五
頁
以
下
。

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 40f.; ders. (A

nm
. 7), S. 228, 231.

邦
訳
、
二
二
九-

二
三
〇
頁
、
二
三
二-

二
三
三
頁
。K

ahl 
(A

nm
. 118), Rn. 213f.; ders. (A

nm
. 120), Rn. 87f.

Christoph M
öllers, Gew

altengliederung – Legitim
ation und D

ogm
atik im

 nationalen und internationalen Rechtsver-
gleich, 2005.

Christoph M
öllers, D

ie drei Gew
alten - Legitim

ation der Gew
altengliederung in V

erfassungsstaat, Europäischer Inte-
gration und Internationalisierung, 2008.

Christoph M
öllers, T

he T
hree Branches: A

 Com
parative M

odel of Separation of Pow
ers, 2013.

M
öllers (A

nm
. 159), S. 73ff.; ders. (A

nm
. 160), 51ff.; Supra N

ote (161), pp. 47-49.

た
だ
し
、
メ
ラ
ー
ス
は
、
こ
の
要
請
と
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
関
係
は
「
未
解
決
」
と
す
る
。M

öllers (A
nm

. 159), S. 77.
M

öllers (A
nm

. 159), S. 47; ders. (A
nm

. 160), 47; id at 43-44.
M

öllers (A
nm

. 159), S. 76f.; ders. (A
nm

. 160), 49f.; id at 45-46.
M

öllers (A
nm

. 159), S. 78.; ders. (A
nm

. 160), 51.; id at 47.
M

öllers (A
nm

. 159), S. 78.

（
引
用
中
の
〔　

〕
は
、
筆
者
。）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
の
欠
点
に
続
け
て
、
メ
ラ
ー
ス
は
バ
ラ
ン
ス
の
概

念
の
欠
点
も
語
っ
て
い
る
。「
バ
ラ
ン
ス
の
概
念
は
、
隠
喩
の
方
法
、
つ
ま
り
事
例
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
具
体
化
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
適
さ
な
い

方
法
で
、
機
関
間
の
権
限
の
全
体
シ
ス
テ
ム
を
定
義
し
て
い
る
。」M

öllers (A
nm

. 157), S. 78.; V
gl. ders. (A

nm
. 160), S. 51; id at 47.

M
öllers (A

nm
. 159), S. 78 Fn.75 

で
は
、K

rebs (A
nm

. 70), S. 16f.; Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 10

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

M
öllers (A

nm
. 159), S. 78 Fn.76.

Ralf Poscher, 

§8 Funktionenordnung des Grundgesetzes, in: W
olfgang H

offm
ann-Riem

/Eberhard Schm
idt-A

ßm
ann/

A
ndreas V

oßkuhle (H
rsg.), Grundlagen des V

erw
altungsrechts, Bd. 1, 2. A

ufl., 2012.
Poscher (A

nm
. 169), Rn. 40ff.

Poscher (A
nm

. 169), Rn. 24.

な
お
、
同
箇
所
の
脚
註
（
66
）
に
お
い
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
合
理
性
を
関
連
づ
け
る
文
献
と
し
て
、
ク

レ
プ
ス
、
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
、
お
よ
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト-

ア
ス
マ
ン
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
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（
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）
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）
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）
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）

（
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）

（
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）
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（
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（
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）

（
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）

（
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）
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Poscher (A
nm

. 169), Rn. 24.
Poscher (A

nm
. 169), Rn. 25.

Poscher (A
nm

. 169), Rn. 26.

ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
協
働
」
に
つ
い
て
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
を
引
用
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
権

力
分
立
論
に
お
い
て
、
三
つ
の
権
力
の
う
ち
の
「
二
つ
の
権
力
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
臣
民
に
権
利
を
与
え
る
」
と
論
じ
る
。

Im
m

anuel K
ant, D

ie M
etaphysik der Sitten (1797/98), 1977, S. 435.

邦
訳
と
し
て
、
加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
（
訳
）「
人
倫
の
形
而
上

学
〈
法
論
〉」
野
田
又
夫
（
編
）『
世
界
の
名
著　

三
二　

カ
ン
ト
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
）
四
五
四
頁
。

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 16f.

柴
田
・
前
掲
註
（
1
）（
三
）
一
四
二
頁
。

こ
の
こ
と
は
今
日
で
も
説
か
れ
る
。Schm

idt-A
ßm

ann (A
nm

. 109), S. 22f.; ders. (A
nm

. 7), S. 213f.

邦
訳
、
二
一
五
頁
。

Schm
idt-A

ßm
ann (A

nm
. 109), S. 22; ders. (A

nm
. 7), S. 213.

邦
訳
、
二
一
四
頁
。K

ahl (A
nm

. 118), Rn.139ff., 163ff.
K

onrad H
esse, Grundzüge des V

erfassungsrechts der Bundesrepublik D
eutschland, 20. A

ufl., 1999, Rn. 476ff.

邦
訳
と
し

て
、
初
宿
正
典
・
赤
坂
幸
一
（
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
三
〇
七
頁
以
下
。

マ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
柴
田
・
前
掲
註
（
1
）（
一
）
一
一
七
頁
以
下
。

H
esse (A

nm
. 178), Rn. 476.

邦
訳
、
三
〇
七
頁
。

レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
た
。Loew

enstein (A
nm

. 37), S. IIIf.

邦
訳
、
五-

六
頁
。
ク
レ
プ
ス
は
、

レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
「
国
家
機
能
の
三
区
分
」
を
「
超-

実
定-

憲
法
の
」
と
形
容
す
る
。K

rebs (A
nm

. 70), S. 18.

柴
田
・
前
掲
註
（
1
）（
二
）
一
四
九
頁
。

【
付
記
】　

本
論
文
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
か
ら
二
〇
一
三
年
七
月
末
ま
で
の
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
法
学
部
、
お
よ
び
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
法
学

部
へ
の
留
学
の
成
果
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
留
学
に
あ
た
っ
て
は
大
阪
大
学
短
期
海
外
研
究
助
成
金
の
支
援
を
、
ま
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
留
学

に
あ
た
っ
て
は
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
財
団
（D

ie Baden-W
ürttem

berg Stiftung

）
奨
学
金
を
そ
れ
ぞ
れ
得
た
。
記
し
て
、

感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
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